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第１章 業務継続計画の概要

１ 業務継続計画 とは
平成２３年３月に発生した東日本大震災や平成２８年４月に発生した熊本地震など、こ

れまでの想定を超える大規模災害が全国各地で発生している。そうした大規模災害が発生
した場合には、ライフラインや交通機関が停止し、公共施設や情報通信設備等が被害を受
けるとともに、職員も被災することが想定される。
そうした事態になった場合、平常時の職員数・執務環境で業務を行うことが困難になり、

市民の身体、生命及び財産の保護や社会経済活動の維持に重大な影響を及ぼすことになる。
業務継続計画 とは、人、施設、資機材、情報、

ライフライン等利用できる資源が制約を受ける状況の中で、災害時における応急対策業務
に加え、通常業務のうち中断ができない、又は中断しても早期再開を必要とする業務を非
常時優先業務として事前に特定し、いざ災害が発生した時には、限られた人員・資機材等
の資源を効率的に投入して、災害応急対策業務や優先度の高い通常業務を選定し、発災直
後の業務の立ち上げ時間の短縮と実施する業務を迅速、適切に行うための計画である。
なお、内閣府が示す、市町村のための業務継続計画作成ガイドで定めるべき、業務継続

計画に特に重要な６要素を中心に本計画を策定する。

○ 業務継続計画に特に重要な６要素

首⾧不在時の明確 首⾧が不在の場合の職務の代行順位を定める。また、災害時の職員

１ な代行順位及び職 の参集体制を定める。

員の参集体制 ・緊急時に重要な意思決定に支障を生じさせないことが不可欠。
・非常時優先業務の遂行に必要な人数の職員が参集することが必要。

本庁舎が使用でき 本庁舎が使用不能となった場合の執務場所となる代替庁舎を定める。
２ なくなった場合の ・地震による建物の損壊以外の理由で本庁舎が使用できなくなる場
代替庁舎の特定 合もある。
電気、水、食料等 停電に備え、非常用発電機とその燃料を確保する。また、業務を遂

３ の確保 行する職員等のための水、食料等を確保する。
・災害対応に必要な設備、機器等への電源供給が必要。
・孤立により外部からの水、食料等の調達が不可能となる場合もあ
る。

災害時にもつなが 断線、輻輳等により固定電話、携帯電話等が使用不能な場合でも使
４ りやすい多様な通 用可能となる通信手段を確保する。
信手段の確保 ・災害対応に当たり情報の収集・発信、連絡調整が必要。

５ 重要な行政データ 業務の遂行に必要となる重要な行政データのバックアップを確保す
のバックアップ る。

・災害時の被災者支援や住民対応にも、行政データが不可欠。

６ 非常時優先業務の 非常時に優先して実施すべき業務を整理する。
整理 ・各課で実施すべき時系列の災害対応業務を明らかにする。
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２ 業務継続計画の効果
業務継続計画を策定し必要な措置を講じることにより、図１に示すように、発災直後の

業務レベルの急激な増加や業務立ち上げ時間の短縮等の効果を得て高いレベルでの業務継
続を行える状況に改善することが可能となる。

図１ 業務継続計画の策定に伴う効果の模式図

３ 業務継続計画の基本方針
市は、大規模災害時における非常時優先業務については次の方針に基づいて業務継続を

図る。
（１）地震等による被害を最小限にとどめるため、地域防災計画に定められた災害応急対

策業務を行う。
（２）市の業務が中断することによる市民生活や経済活動等への影響を最小限にとどめる

ため、被災時でも中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。
（３）非常時優先業務の継続に必要な人員の確保及び庁舎・電力・通信等の業務資源の確

保に努める。
（４）非常時優先業務の継続を図るため、非常時優先業務以外の業務については、積極的

に休止・縮小する。
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４ 地域防災計画と業務継続計画との関係
（１）地域防災計画は、市が国、県、防災関係機関及び市民と連携して実施すべき「災害

予防」、「災害応急対策」、「災害復旧・復興対策」に係る業務を総合的に実施する計
画である。
一方、業務継続計画は、市庁舎や職員が被災することを前提に、災害時に優先的に

取り組むべき業務を「非常時優先業務」としてあらかじめ特定し、制約された資源を
効率的に投入することを明記し、非常時優先業務の実効性を確保するための計画であ
る。

（２）非常時優先業務（図２）とは、大規模災害発生時にあっても優先して実施すべき業
務のことであり、沼田市地域防災計画（以下、「地域防災計画」という。）における
応急対策業務を基本とし、市民の生命、生活及び財産の保護、都市機能の維持・早期
回復を図るために実施する業務である。
大規模な地震発生時にあっても優先して実施すべき業務を事前に特定しておくこと

で、初期対応時から活用可能な人員や物資をできるだけ効果的に配置し、優先度の高
い業務から順次処理することが可能となり、効率的な災害応急復旧対策が進められる
ことが期待できる。これら優先して実施すべき業務のことを「非常時優先業務」と呼
ぶ。
具体的には、災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧・復興業務のほか、

業務継続の優先度の高い通常業務（優先的通常業務）が対象となる。
なお、発災後しばらくの期間は、各種の必要資源を非常時優先業務に優先的に割り

当てるために、非常時優先業務以外の通常業務は積極的に停止又は縮小する。

図２ 非常時優先業務のイメージ

（出典） 内閣府『市町村のための業務継続計画作成ガイド』（内閣府 Ｈ2７.５）
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（３）市の地域防災計画と業務継続計画との比較は、表１のとおりである。

名 称 地域防災計画 業務継続計画（ＢＣＰ）

作成主体 沼田市防災会議 市
実施主体 市、防災関係機関 市
根拠法令 災害対策基本法 根拠法令なし
計画の趣旨 発災時又は事前に実施すべき災害 発災時の限られた資源を基に、非

対策に係る実施事項や役割分担等 常時優先業務を目標とする時間・
を規定している計画 時期までに実施できるようにする

ための計画
実施主体 特に想定していない 庁舎、職員、電力、情報システム、
の被災 通信等の必要資源の被災を想定

し、利用できる必要資源を前提に
計画を策定する

対象業務 災害対策に係る業務（予防業務、 非常時優先業務（災害応急対策業
応急対策業務、復旧・復興業務） 務及び優先度の高い通常業務）

業務開始 想定せず 非常時優先業務ごとに業務開始時
目標時期 期を設定する

表１ 地域防災計画と業務継続計画との比較

５ 業務継続計画の発動と期間
（１）本計画は、次のいずれかの場合に発動する。

ア 市内で震度６弱以上の地震が発生し、災害対策本部が設置された場合
イ 大規模な災害が発生し、市⾧が必要と認めた場合
※ 利根川等の洪水による大規模災害も含める

（２）本計画の対象期間は、発災から概ね１か月間とする。

６ 計画の前提となる地震
地域防災計画で想定する地震は、群馬県が平成２４年６月に公表した「群馬県地震被害
想定調査」に基づく「関東平野北西縁断層帯主部」、「太田断層」、「片品川左岸断層」に
よる地震とする。
しかしながら、全国各地で想定外の地震災害等が発生していることから、そうした事態

も想定し計画を策定する。
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（１）被害想定
群馬県地震被害想定調査報告書に基づく被害予測結果による本市の被害想定は下記の

とおり
項 目 関東平野北西縁断層帯主部 太田断層 片品川左岸断層

地震の規模 ８．１ ７．１ ７．０
県南西部に 県南東部に 県北東部に

震度分布 震度６強、７の 震度６強、７の 震度６強、７の
地点も存在 地点も存在 地点も存在

全壊棟数 27.0 0.2 110.6
建物被害 半壊棟数 180.1 0.6 562.9

（棟） 合計 207.1 0.8 673.5
火災被害 出火件数 0.0 0.0 0.2２

死 者 2.5 0.0 8.7
人的被害 負傷者 14.3 0.2 35.9

（人） 合計 16.8 0.2 44.6
上水道 断水世帯数(直後） 445.3 0.0 513.9
（世帯数） 断水世帯数(４日後) 131.5 0.0 0.0
下水道 被災人口 392.8 1.4 219.0
（人）
ガス 被害件数 0.０ 0.0 16.0

電 力 停電率(%) 0.０ 0.0 0.2
通信被害 不通回線数 0.０ 0.0 7.0
避難者予測 直 後 92.3 0.０ 314.9

（人） １日後 625.5 0.０ 314.9
（建物被害・断水） １ヶ月後 92.3 0.０ 314.9
帰宅困難者 通勤・通学者 2,217.2 0.0 0.0

（人）
※被害予測結果は、「冬の５時」、「夏の１２時」、「冬の１８時」を想定して、被害予
測結果が出されているが、最も被害想定の大きい数値を使用した。

（２） 都市基盤等の被害想定
ア 道路
区 分 被 害 想 定

・ 液状化等により道路が部分的に亀裂、陥没が想定される

一般道路 ・ 路肩の崩壊や崖崩れによる被害が想定される
・ 市街地の家屋密集地域では、建物倒壊等により通行不能が想定
される

高速道路 ・ 施設の安全点検のため、入口が閉鎖され通行止が想定される

橋 梁 ・ 市が管理する橋梁は、老朽化した橋梁が多く、耐震補強や落橋
防止対策などは進んでおらず、通行止が想定される
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イ その他
区 分 被 害 想 定

・ 利根川、片品川、薄根川などの多くの河川で堤防や護岸の損傷
河 川 が想定される

・ 河川沿線での土砂崩れにより河道閉塞が想定される

宅地・田畑 ・ 多数の急傾斜地危険区域や土砂災害特別警戒区域等が点在して

山地 いるため、土砂崩れによる家屋倒壊、田畑の法面崩壊や山腹崩壊
等が想定される

７ 庁舎における被害想定
本庁舎（テラス沼田）は、既設建物の外壁や床を撤去する「減築」により建物重量の

軽減を行うとともに、既存構造部材の補強による耐力向上、新規鉛直ブレースの設置に
よる水平耐力と水平剛性の増加を図り、構造的な十分な耐震性能を有している。
以上のことから、庁舎の倒壊の可能性は低いと考えられる。ただし、壁の損傷、物品

等の散乱、天井板の落下などにより安全性が損なわれるとともに業務遂行の大きな妨げ
となることが予測される。
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第２章 災害発生時における職務代行と職員参集体制

１ 災害発生時の職務代行順位
名 称 第１代替職員 第２代替職員 第３代替職員
市 ⾧ 副市⾧ 総務部⾧ 市民部⾧
副市⾧ 総務部⾧ 市民部⾧ 健康福祉部⾧
教育⾧ 教育部⾧ 教育総務課⾧ 学校教育課⾧

２ 職員参集体制
（１）本庁舎（テラス沼田）への参集想定

職員の参集は原則徒歩とし、発災後の本庁舎（テラス沼田）への参集条件、人員は
下表のとおり
参集時間 ３０分以内 １Ｈ以内 ２Ｈ以内 ３Ｈ以内 ４Ｈ以内 ４Ｈ以上
通勤距離 １㎞圏内 ２㎞圏内 ４㎞圏内 ６㎞圏内 ８㎞圏内 ー

参集人員 ３６ ８０ ９０ ４１ ２４ １２０

※１ 橋梁の落橋がないと想定する
※２ 職員本人及び家族が被災し、参集できない職員を１割と想定する
※3 対象職員は、正規職員及び再任用職員とする

（２） 緊急登庁職員体制による参集想定
激甚災害により橋梁の落橋などを想定し、あらかじめ指定された施設に登庁し、地

区の情報収集等に当たる緊急登庁職員体制は下記のとおり
施 設 テ ラ ス 保健福祉 水 道 白 沢 利 根 利南地区 池田地区 薄根地区 川田地区

名 称 沼 田 センター 会 館 支 所 支 所 ｺﾐｭﾆﾃｨ ｺﾐｭﾆﾃｨ ｺﾐｭﾆﾃｨ ｺﾐｭﾆﾃｨ
（仮庁舎） ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ

参集人員 155 50 15 26 5 11 6 17 9

(3) その他
本庁舎（テラス沼田）への参集時間（４Ｈ以上）、緊急登庁職員体制に指定されない

職員で市内在住者にあっては最寄りの地区コミュニティセンター、市外在住者にあって
は所在自治体において災害応急対策業務に協力する。

３ 発災時の対応と職員の参集
（１）発災時の対応

大地震が起きた場合は、何よりも自分自身の身の安全を図ること。そのうえで、家
族や同僚などの周囲の人たちの安否確認や救出・救助を行う。その後、業務可能の可
否を災害対策本部に連絡のうえ、登庁して業務に従事する。連絡方法は、「ホッとメ
ールぬまた」を使用する。

（２）職員の参集
職員の参集及び初動対応から災害応急活動については、職員災害活動マニュアルに

基づき行う。
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第３章 電気、水・食料等の確保

１ 電気（電源）の確保
大規模災害が発生した場合には、市内全域において停電が発生するおそれがある。
そのため、停電時においても、業務の継続と市民への電気の提供のため、給電できる施

設整備を進める。
（１）現時点における公共施設等の電気設備の状況

施設名称 停電時の給電方法 給電箇所ほか

本庁舎（テラス沼田） 自家発電(400ｋ ） 施設全域 電源タップ（赤）使用可能
停電後72時間は電源供給 照明は間引点灯

保健福祉センター 自家発電（ＬＰガス ８ｋ ） １階事務室、駐車場
市立図書館 発電機(1.8ｋＶＡ） テラス沼田1階防災備品庫
市民体育館 太陽光発電（52.7ｋｗ）
武道館 太陽光発電（30.6ｋｗ）
水道会館（浄水場） 自家発電(180ｋ ） 施設全域
白沢支所 発電機(1.8ｋＶＡ） 防災倉庫
利根支所（仮庁舎） 発電機４基

（1.8＋1.8＋1.3＋2.4ｋ ）
利南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 太陽光発電（4.3ｋｗ） 防災倉庫

発電機２基(1.8＋0.9ｋ ）
池田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 発電機２基(1.8＋0.9ｋ ） 防災倉庫
薄根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 発電機２基(1.8＋0.9ｋ ） 防災倉庫
川田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 発電機２基(1.8＋0.9ｋ ） 防災倉庫
沼田小学校 太陽光発電(25.1ｋｗ) コンセント 職員室 ３カ所、フロア

蓄電池(15.0ｋｗ) ２カ所、体育館 ４カ所
沼田東小学校 太陽光発電(68.53ｋｗ) コンセント 北校舎 北東
升形小学校 太陽光発電(5.0ｋｗ) コンセント 管理棟玄関・職員室・校

⾧室 各 １カ所
池田小学校 太陽光発電(103.95ｋｗ) コンセント 校舎西
薄根小学校 太陽光発電(21.0ｋｗ) コンセント 職員室 4カ所、体育館

蓄電池(16.8ｋｗ) ４カ所
川田小学校 太陽光発電(5.1ｋｗ) コンセント 太陽光モニター下 １カ所
白沢小学校 太陽光発電(57.75ｋｗ) コンセント 校舎北
利根小学校 太陽光発電(5.0ｋｗ) コンセント 職員室
多那小中学校 太陽光発電(34.65ｋｗ) コンセント 校舎 北面
沼田中学校 太陽光発電(27.5ｋｗ) コンセント 職員室 ３カ所、体育館

蓄電池(15.0ｋｗ) ４カ所
沼田東中学校 太陽光発電(21.1ｋｗ) コンセント 職員室 2カ所、体育館 2

蓄電池(5.6ｋｗ) カ所、屋外物置 1カ所
白沢中学校 太陽光発電(49.28ｋｗ) コンセント 職員室 3カ所、体育館 6

蓄電池(5.6ｋｗ) カ所、校舎棟東面外壁 1カ所
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施設名称 停電時の給電方法 給電箇所ほか

ぬまた南保育園 太陽光発電(8.7ｋｗ) コンセント 事務室１カ所 （ボックス
内）

サラダパークぬまた 太陽光発電(4.8ｋｗ)
白沢創作館 太陽光発電(13.9ｋｗ) コンセント 事務室１カ所

蓄電池(5.6ｋｗ)
（２）庁舎配備以外に備蓄する発電装置

ア ポータブル発電機(1.6ｋ ） １基
イ ポータブル発電機(1.8ｋ ） ２基
ウ 電気自動車、蓄電池（4.5ｋ ） １基
エ バイオマス発電事業者と災害時の蓄電池等の無償供給の協定を締結、必要に応
じ蓄電池による電気の供給を受ける。（協定締結日:令和２年１２月１６日）

（３）現状の課題
本庁舎（テラス沼田）、保健福祉センター、水道会館（浄水場）以外の施設では、十

分な自家発電設備がなく継続的な業務の執行が困難である。
（４）今後の対応

災害発生時の業務継続に備えるため、自家発電設備の導入や太陽光発電設備と蓄電
池の設置を進める。

２ 水・食料の確保
災害発生時に非常時優先業務を行うために、職員用の水や食料の確保が求められる。

（１）現在の状況
職員用の備蓄はないが、本庁舎（テラス沼田）１階の防災備品庫などに備蓄してい

る水や食料を利用することとする。また、⾧期化する場合には、災害時における飲料
水等の供給に関する協定といった流通備蓄を活用する。また、１階に配備してあるＬ
Ｐガスにより、災害時の炊き出しが可能である。

（２）今後の対策
市民に対して各家庭で最低３日分の水と食料の備蓄を啓発している。職員は率先し

て備蓄に努め、災害発生時は家庭用備蓄を各自が持参して業務を行うことを周知徹底
する。

３ トイレの確保
（１）現在の状況

本庁舎（テラス沼田）１階には、災害時に使用可能な雨水利用（貯水容量５０ｍ３）
の防災トイレが設置されており、男子トイレ大３基，小４基、女子トイレ６基、多機
能トイレ１基がある。
また、他の施設が被災した場合のため、防災備品庫に簡易トイレを備蓄している。

（２）今後の対策
大規模災害に備え、簡易トイレの有効性を確認の上、更なる整備を検討する。
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第４章 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保

大規模災害が発生すると固定電話や携帯電話は、輻輳により電話が繋がりにくい状況が
発生する。さらに、庁舎自体は被災しなくても庁舎外の光ファイバーが破損することによ
り庁内のパソコンからインターネットへの接続ができない状況が発生する。
また、庁内の情報ネットワーク環境でも不通になるおそれがある。そのため、情報ネッ

トワーク環境の強靱化や通信手段の多重化・多様化が必要である。

１ 業務に関する通信手段 （現在の状況）
（１）電話

災害時の電話回線輻輳に備えるため、「災害時優先電話一覧」（別表２）が設定され
ているが、更なる増設を推進する。
なお、本庁舎（テラス沼田）の電話交換室には、停電時の非常用電源設備（７２時

間）は配備済みである。
（２）庁内ネットワークシステム

住民基本台帳や税情報などの個人情報を取り扱うマイナンバー系ネットワーク 庁
内のネットワーク（庁内ＬＡＮ）をはじめ、国、県、他の自治体及び住民等との情報
交換手段であるＬＧＷＡＮ系ネットワークの2系統の構成となっている。
拠点ごとに専用線及びＶＰＮ（仮想専用線）により接続していて、マイナンバー系

システムを利用している重要拠点については、二重化の仕様となっている。
（３）防災行政無線

防災行政無線（同報系）は、白沢地区のみ設置されている。
また、移動系のデジタル防災行政無線（半固定８基、携帯機４３基）を配備してい

ることから、被災状況に応じて臨機応変に活用する。
なお、防災行政無線（同報系）以外にも、緊急告知ＦＭラジオ、ホッとメールぬま

た、防災アプリ等により、市民への情報発信を行う。
（４）群馬県総合防災情報システム（Ｌアラート）

本システムは、県、市町村、防災関係機関間での防災情報の共有、情報の収集・発
信をより強化し、避難指示等の情報を迅速に伝達することができる。通信経路は、地
上系と衛星系の２系統が整備され、停電時は本庁舎の自家発電装置から電力が供給さ
れる。

２ 今後の対策
本庁舎（テラス沼田）は、構造的に十分な耐震性能を有していることから、建物の倒壊

はないと思われるが、庁内ネットワークシステム等が使用不能になった場合は、速やかな
復旧に努める。
また、ネットワークシステム専用の自家用発電装置の設置とともに、ＩＣＴ－ＢＣＰ（情

報システム部門の業務継続計画）の策定も検討する。
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第５章 重要な行政データのバックアップ

１ 現在の状況
マイナンバー系ネットワークシステム関連の行政データのバックアップについては、十

分な耐震性能と、２４時間３６５日体制によるシステム監視機能を備えた民間のデータセ
ンターにおいて夜間バックアップを実施している。
ＬＧＷＡＮ系ネットワークシステム関連の行政データのバックアップについては、本庁

舎（テラス沼田）内のサーバー室において夜間バックアップを実施している。
また、業務で使用するシステムにおいて、全てのサーバー及びスイッチングハブ等の主

要なネットワーク機器については、系統にかかわらず二重化し、機器トラブル発生時に速
やかに切り替えができる体制を構築している。

２ 今後の対策
（１）電子データについて

現状で重要な行政データのバックアップ体制は構築されているが、職員使用のパソ
コン内に保存している重要データも想定されるため、共有フォルダに保存するよう運
用を徹底する。

（２）紙ベースのデータについて
重要な行政データは、複製を作成し別の庁舎での保管や電子データ化を行い、原本

が紛失しても問題が生じないよう対策を進める。
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第６章 非常時優先業務の整理

１ 非常時優先業務の基本的な考え方
（１）災害発生時は、市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめること

を最優先とし、災害対策業務を実施する。
（２）災害対策業務の実施に必要となる人員や資機材を確保するため、災害対策業務以外

の通常業務は一旦停止する。
（３）優先的通常業務の実施に当たっては、災害対策業務に影響を与えない範囲で実施す

る。
（４）災害対策業務に必要になる人員や資機材等の確保や配分は全庁で調整して実施する。

【非常時優先業務の対象範囲】

業 務 区 分 内 容

初動体制業務 発災後３時間以内に実施する業務
災害対策業務 応急対策業務 発災後３日以内に実施する業務

復 旧 業 務 優先度の高い復旧業務
優先度の高い 継 続 業 務 通常時と同様に行う業務
通常業務 縮 小 業 務 他の業務を優先するため縮小する業務

休止する通常業務 他の業務を優先するため休止する業務

２ 非常時優先業務のランクの選定

優先ランク 優 先 基 準

発災後直ちに業務に着手しないと市民の生命、身体及び財産、又は
Ａ 社会経済活動の維持に重大な影響を及ぼすため、優先的に対策を講

ずべき業務
発災後３日以内に業務に着手しないと市民の生命、身体及び財産、

Ｂ 又は社会経済活動の維持に重大な影響を及ぼすため、優先的に対策
を講ずべき業務
発災後1週間以内に業務に着手しないと市民の生命、身体及び財産、

Ｃ 又は社会経済活動の維持に相当の影響を及ぼすため、早期に対策を
講ずべき業務
発災後１ヶ月以内に業務に着手しないと市民の生命、身体及び財産、

Ｄ 又は社会経済活動の維持に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務

発災後１ヶ月程度は業務に着手しなくても市民の生命、身体及び財
産、又は社会経済活動の維持に影響を及ぼす見込みがなく、当面は
休止が可能な業務
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３ 災害対策業務
（１）初動体制業務及び応急対策業務

発災後３時間以内に実施する初動体制業務及び、発災後３日以内に実施する応急対
策業務については、職員災害対策活動マニュアルに定める「部・班の事務分掌及び業
務分担」により実施する。

（２）受援体制について
職員の被災や非常時優先業務の増大が予想されるため、災害時の応援協定を締結し

ている自治体や他の関係団体との連携は不可欠であり、非常時優先業務を遂行するた
めには、受援体制が重要となる。そのため、沼田市受援計画により受入体制や受入手
順をあらかじめ定めておく。

４ 各課の非常時優先業務
（１）各課の非常時優先業務について

各課の非常時優先業務については、別表１の「各課の非常時優先業務ランク一覧」
のとおりである。
なお、災害対策の目処がつき通常通りの体制となる概ね１か月後までは、災害対策

業務を優先しつつ、優先度の高い通常業務から随時行う。
（２）業務実施マニュアルについて

非常時優先業務を順調に遂行する上で必要な手順や対策が講じられるよう業務実施
マニュアルを各課（班）で作成する。


